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長
寿
医
療
制
度
に
つ
い
て

☆
長
寿
医
療
制
度
障
が
い
認
定

に
つ
い
て
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一
定
の
障
が
い
の
基
準
と
は
、
具
体
的
に

は
、
障
が
い
基
礎
年
金
の
支
給
要
件
と
同
様

の
障
が
い
状
態
に
該
当
し
て
い
る
方
と
な

り
ま
す
。

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
が
届
い
た
ら
・
・
・

　
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
は
、
被
保
険
者
に
直
接
届
き
ま
す
。

お
手
元
に
届
い
た
ら
加
入
記
録
を
確
認
し
、
も
れ
や
間
違
い

が
あ
る
場
合
は
、
同
封
の
「
年
金
加
入
記
録
回
答
票
」
に
記

入
し
て
必
ず
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ご
不
明
な
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、「
ね
ん
き
ん
定
期

便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
0
5
7
0－

0
5
8－

5
5
5
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
今
年
度
も
月
に
１
回
中
央
公
民

館
に
て
ね
ん
き
ん
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
の
で
そ
ち
ら
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。（
５
月
は　

日
で
す
。）

18

住民生活課　住民係　�73－1415　　鳥取県後期高齢者医療広域連合　�(0858)32－1097問い合わせ先

年
金
に
つ
い
て

　
   
お
知
ら
せ
で
す

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
が

　
　
　

4
月
か
ら
送
付
ス
タ
ー
ト　
!!

住民生活課　住民係　�73－1415　　鳥取社会保険事務所　�27－8311問い合わせ先
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・
国
民
年
金
の
障
害
基
礎
年
金 
� 
１
、
２
級

・
身
体
障
が
い
者
手
帳

　

１
〜
３
級
、
４
級
で
著
し
い
障
が
い
を

有
す
る
方

・
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳
の
１
、
２

級
・
療
育
手
帳　

A

　

加
入
す
る
場
合
は
、
申
請
手
続
き
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
加
入
の
際
に
は
、
病

院
な
ど
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
自
己
負

担
の
割
合
（　

歳
〜　

歳
は
３
割
、　

歳
以

65

69

70

上
は
１
割
）、
保
険
料
の
額
等
の
比
較
も
必
要

で
す
の
で
、
役
場
住
民
生
活
課 
住
民
係
に
照

会
を
お
願
い
し
ま
す
。
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国
民
年
金
証
書

保
険
証
＋
医
師
の
診
断
書　
　
　

＋
印
か
ん

　
　
　
　

身
体
障
が
い
者
手
帳
等　
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